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傷病者の搬送及び受入れの実施基準概念図 
 

○ 消防機関（救急隊）       ○ 医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※【番号】は、各基準を定めている消防法第３５条の５第２項の各号を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認 選定 
医療機関 

リスト 

分類区分の 

設定 

伝達 

（受入照会）

受入可否 

回答等 

【３】 【４】 【２】 【１】、【２】

【５】

受入医療機関が速やかに

決定しない場合の対応等 

【６】、【７】 


